
※補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨て
※いずれの補助金についても、交付決定前に工事などの事業に着手した場合は、補助金は交付されません。
※詳細については、市ホームページ上で確認するか、問い合わせください。

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
へ
の
加
入

　
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
は
、
ス
ポ
ー

ツ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
中
に
発
生

し
た
事
故
に
対
し
て
補
償
す
る
制
度

で
す
。
万
が
一
に
備
え
て
ぜ
ひ
ご
加

入
く
だ
さ
い
。

保
険
期
間
／
４
月
１
日
～
翌
年
３
月

31
日

※ 

４
月
１
日
以
降
に
掛
け
金
を
納
入

し
た
場
合
は
、
掛
け
金
納
入
の
翌

日
～
翌
年
３
月
31
日

対
象
／
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
な
ど
を
行
う
４
人
以
上

の
団
体
や
グ
ル
ー
プ

申
込
方
法
／
本
庁
ス
ポ
ー
ツ
課
、
各

支
所
、
サ
ン
ア
リ
ー
ナ
せ
ん
だ
い
な

ど
に
備
え
付
け
の
申
込
書
に
必
要
事

項
を
明
記
の
上
、
鹿
児
島
銀
行
か
郵

便
局
の
窓
口
で
申
し
込
み

※ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
し
込

み
も
可
能
で
す
。

※ 

詳
し
く
は
ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

本
庁
ス
ポ
ー
ツ
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興

G（

５
４
３
５
）

▲ スポーツ
　安全協会
　HP

補助金 補助対象者
（条件を全て満たす方） 補助対象工事など 補助率・金額 受付期間・注意事項

① 既存住宅改修
環境整備事業
補助金

・ 本市に住所を有する方
・ 改修工事を行う住宅に

居住し、所有する方
・ 市税を滞納していない

方

・ 住宅の機能の維持および向
上のために行う改修（増築を
含む）で、工事に要する費用

（消費税などを含む）が、20
万円以上の工事で、市に登
録している市内の業者に依
頼する工事

補助率／20％
補助上限額／15万円

５/11（火）～ 24日（月）
※土・日曜日を除く
・ 受付件数は、400件程度（た

だし、受付期間中に予算の範
囲を超えた場合は、抽選）

・申請方法　原則郵送
　５/24（月）必着

② 危険廃屋等解
体撤去促進事
業補助金

・ 市内に所在する危険廃
屋などの所有者や、所
有者から委任を受けた
方

・ 市税を滞納していない
方

・ 工事に要する費用（消費税
などを含む）が30万円以上
で、解体工事の資格を持つ
市内の業者に依頼する工事

危険廃屋／補助率３分の１で、
上限30万円
景観支障廃屋（甑島・伝建地区）
／補助率２分の１で、上限45
万円

４/19（月）～
・受付は、先着35件程度

③ 危険ブロック
塀等解体撤去
促進事業補助
金

・ 市内に所在する危険ブ
ロック塀などの所有者
や、所有者から委任を
受けた方

・ 市税を滞納していない
方

・ 工事に要する費用（消費税
などを含む）が10万円以上
で、解体工事の資格を持つ
市内の業者に依頼する工事

・ 道路などに面し、かつ高さ
が１ｍ以上の危険なブロッ
ク塀などを解体撤去する工
事

補助率／ 50％
補助上限額／ 20万円

４/19（月）～
・受付は、先着10件程度

④ 木造住宅耐震
診断・改修工
事補助金

・ 耐震診断または耐震改
修工事を行う木造住宅
の居住者または所有者

・ 市税を滞納していない
方

・ 昭和56年５月31日以前に着
工された一戸建て住宅、長
屋および共同住宅で、２階
建て以下かつ延べ面積500
㎡以下の木造住宅の耐震診
断または耐震改修工事

耐震診断／対象経費の３分の
２で、上限９万円
耐震改修工事／工事に要する
経費の10分の８で、上限100
万円

耐震診断／４/19（月）～９/30
（木）
・受付は、先着８棟
耐震改修工事／５/11（火）～
９/30（木）
・受付は、先着３棟

⑤ がけ地近接等
危険住宅移転
事業補助金

・ 安全な所へ移転し、危
険住宅を除却される方

・ 前記を行い、本人また
は親族が金融機関から
の借り入れを行って、
移転先の住宅建設、購
入または改修をされる
方（利息補給を受ける
場合）

・ 市税を滞納していない
方

次のいずれかに該当する危険
住宅に、本人または親族が継
続して居住していること
・ がけ上・がけ下に建ってい

る昭和46年８月31日以前に
建築された住宅

・ 災害危険区域内（急傾斜地
崩壊危険区域）または土砂
災害特別警戒区域内に建つ
住宅

※ 防災工事が完了している場
合は対象外

危険住宅の除却費／上限額97
万５千円（実費補助）
安全な住宅の建設、購入およ
び改修、土地取得および敷地
造成に伴う借入に係る利息額
／
・ 建設、購入および改修上限

額／ 465万円（利息補給）
・土地取得上限額／
　206万円（利息補給）
・敷地造成上限額／
　60万８千円（利息補給）

随時
※ 予算の調整が必要となります

ので、移転を実施する前の年
度の９月末日までにご相談く
ださい。

■住宅などに関する各種補助金制度
　事前相談・受付・問合先／本庁建築住宅課建築指導Ｇ（ 3642・3643）

…問合先　 …申込先・提出先・申請先　 …電話番号　 …内線　  …FAX　  …メールアドレス
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※令和3年度のゴールド集落、特例ゴールド集落には３月中に申請書などを送付しています。それぞれの手続き
　には申請期限があります。ご注意ください。
※令和2年度特例ゴールド集落であって、補助金の確定通知を受けた自治会は、活用できなかった補助金の残
　額分を令和3年度に限り、申請（活用）できます。

 　市 では、過 疎 化や 高 齢 化が進 行する
ゴールド集落などについて、地域が抱える
課題の解決と市民が住み慣れた地域に安
心して住み続けられる地域づくりを推進す
るため、さまざまな支援事業を展開してい
ます。

「ゴールド集落」
とは

　毎年１月１日現在の住民
基本台帳に登録された７０
歳以上の人口割合が、５０％
以上の自治会区域のこと
で、本市独自の呼称です。

「特例ゴールド集落」
とは

　令和 2 年度にゴールド集
落であって、令和 3 年度に
ゴールド集落の指定から外
れた自治会をいいます。
　活用できる支援事業に限
りがあります。

ゴールド集落支援

令
和
３
年
度
固
定
資
産
税
　

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

縦
覧
で
き
る
方
／
固
定
資
産
税（
土

地
お
よ
び
家
屋
）の
納
税
者
お
よ
び

そ
の
代
理
人

※ 

土
地
の
み
所
有
の
方
は
家
屋
価
格

等
縦
覧
帳
簿
を
、
家
屋
の
み
所
有

の
方
は
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
を

縦
覧
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

縦
覧
帳
簿
・
記
載
内
容
／

▼   

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
＝
土
地
の

所
在
・
地
目
・
地
積
・
価
格

▼ 

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
＝
家
屋
の

所
在
・
家
屋
番
号
・
建
築
年
・
種

類
・
構
造
・
床
面
積
・
価
格

期
日
／
４
月
30
日（
金
）ま
で

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く

時
間
／
８
時
30
分
～
17
時
15
分

所
／
本
庁
税
務
課
、
各
支
所

必
要
な
物
／
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の（
も
し
く
は
納
税
通
知
書

な
ど
）

本
庁
税
務
課
土
地
Ｇ（

２
２
４

１
）・
家
屋
Ｇ（

２
２
５
２
）ま
た

は
各
支
所

軽
自
動
車
税
の
免
除
申
請

　
障
害
な
ど
に
よ
り
軽
自
動
車
税
の

免
除
対
象
と
な
る
方
は
、
５
月
31
日

（
月
）ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 
す
で
に
免
除
を
受
け
て
い
る
方
で
、

同
じ
軽
自
動
車
を
使
用
し
、
障
害

等
級
な
ど
に
変
更
の
な
い
方
は
、

申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※ 

対
象
者
１
人
に
対
し
、
１
台
の
み

（
普
通
自
動
車
を
含
む
）免
除

対
象
／
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手

帳（
Ａ
１
・
Ａ
２
）・
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳（
１
級
）・
戦
傷
病
者
手
帳
の

い
ず
れ
か
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

※ 

障
害
区
分（
級
）、
車
の
名
義
な
ど

に
よ
っ
て
は
、
免
除
の
対
象
に
な

ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

免
除
の
条
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ

た
場
合
は
、
速
や
か
に
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
物
／

▼ 

令
和
３
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
通

知
書

▼ 

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
戦

傷
病
者
手
帳
の
い
ず
れ
か

▼
運
転
免
許
証

▼
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
印
を
除
く
）

▼
車
検
証

▼ 

生
計
同
一
証
明
書（
身
体
障
害
の

あ
る
方
な
ど
と
生
計
同
一
の
方
が
、

身
体
障
害
の
あ
る
方
な
ど
の
通
院
・

通
学
な
ど
を
目
的
と
し
て
軽
自
動

車
を
使
用
す
る
場
合
に
必
要
）

※ 

同
証
明
書
は
、
本
庁
障
害
・
社
会

福
祉
課
で
発
行
し
ま
す
。
た
だ
し
、

戦
傷
病
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
、

県
社
会
福
祉
課
で
発
行
し
ま
す
。

本
庁
税
務
課
税
制
Ｇ（

２
２

２
１
・
２
２
２
２
）、
各
支
所

令和３年度 令和３年１月１日　現在

地　域 ゴールド集落（70自治会） 特例ゴールド集落（７自治会）

川 内

楠元下、瀬戸、永野段、高貫、高牧、東手、網津中、宇都、
川底上、水引東団地、小麦川、白浜、麓、十原、天神、上野（寄
田）、役田、西川内、小川、上大迫、都合、一条殿、長野（吉川）、
宇都川路、下之段、湯之元、伊勢美山、内門　（28自治会）

尾原、瀬戸地、土川、浦小路
（４自治会）

樋 脇
上藤本、菖蒲ヶ段、下牛鼻、岩下、上牛鼻、上野下、城後、笹原、
鍋原、平田、田代、上之原、下村、子田形、笹ヶ迫、木下
（16自治会）

上段後　（１自治会）

入 来 松山、麓上、山下、草渡、水戸　（５自治会） 舟越　（１自治会）

東 郷 城ヶ原、山ノ口、笹野、向江園、鳥丸上、堀、大久保、中津俣、
本俣　（９自治会）

向江原　（１自治会）

祁答院 矢立、中、滝聞、菊地田　（４自治会） －

上 甑 瀬上、桑之浦、中野　（３自治会） －

下 甑 岡、上、下、内川内、瀬尾　（５自治会） －

お
知
ら
せ
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